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出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す

る
修
正
案 

対
照
表 

〇
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外
国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び
技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

□
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
□ 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
□
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
一
条
中
出
入
国

管
理
及
び
難
民
認
定
法
□
以
下
□
入
管
法
□
と
い
う
□
□
第
二
条
の
三
の
改
正

規
定
□
入
管
法
第
二
条
の
四
の
改
正
規
定
及
び
入
管
法
第
六
十
九
条
の
二
第

一
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
五
条
ま
で
並
び
に
附

則
第
十
五
条
□
第
二
十
三
条
及
び
第
二
十
四
条
第
四
項
の
規
定
は
□
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
□ 

  

□
監
理
支
援
事
業
の
許
可
の
欠
格
事
由
に
関
す
る
経
過
措
置
□ 

第
十
四
条 

技
能
実
習
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
理
事
業
の
廃

止
の
届
出
を
し
□
又
は
技
能
実
習
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監

理
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
□
育
成
就
労
法
第
二
十
六
条
□
第
二
号
□
第
三

号
並
び
に
第
五
号
ハ
及
び
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
□
□
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
□
そ
の
届
出
を
し
た
日
又
は
処
分
を
受
け
た
日
に
お
い
て
□
育
成
就
労

 
 

 

附 

則 

 

□
施
行
期
日
□ 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
□
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
一
条
中
出
入
国

管
理
及
び
難
民
認
定
法
□
以
下
□
入
管
法
□
と
い
う
□
□
第
二
条
の
三
の
改
正

規
定
□
入
管
法
第
二
条
の
四
の
改
正
規
定
及
び
入
管
法
第
六
十
九
条
の
二
第

一
項
た
だ
し
書
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
か
ら
附
則
第
五
条
ま
で
並
び
に
附

則
第
十
五
条
及
び
第
二
十
三
条
の
規
定
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
□ 

   

□
監
理
支
援
事
業
の
許
可
の
欠
格
事
由
に
関
す
る
経
過
措
置
□ 

第
十
四
条 

技
能
実
習
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
理
事
業
の
廃

止
の
届
出
を
し
□
又
は
技
能
実
習
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監

理
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
者
は
□
育
成
就
労
法
第
二
十
六
条
□
第
二
号
□
第
三

号
並
び
に
第
五
号
ハ
及
び
ニ
に
係
る
部
分
に
限
る
□
□
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
□
そ
の
届
出
を
し
た
日
又
は
処
分
を
受
け
た
日
に
お
い
て
□
育
成
就
労



  

二 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
理
支
援
事
業
□
育
成
就
労
法
第
二

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
監
理
支
援
事
業
を
い
う
□
附
則
第
二
十
四
条
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
の
廃
止
の
届
出
を
し
□
又
は
育
成
就
労
法
第
三
十
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
□ 

  

□
政
府
の
措
置
□ 

第
二
十
四
条 

政
府
は
□
新
入
管
法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
育
成
就
労
の
在
留

資
格
に
係
る
制
度
□
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
□
育
成
就
労
制
度
□

と
い
う
□
□
の
運
用
に
当
た
□
て
は
□
人
材
が
不
足
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て

必
要
と
さ
れ
る
人
材
が
確
保
さ
れ
□
も
□
て
地
域
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る

よ
う
□
育
成
就
労
外
国
人
□
育
成
就
労
法
第
二
条
第
四
号
の
育
成
就
労
外
国

人
を
い
う
□
次
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
が
地
方
か
ら
大
都
市
圏
に
流
出
す
る
こ

と
等
に
よ
り
大
都
市
圏
そ
の
他
の
特
定
の
地
域
に
過
度
に
集
中
し
て
就
労
す

る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
□ 

２ 

政
府
は
□
監
理
支
援
機
関
□
育
成
就
労
法
第
二
条
第
十
一
号
の
監
理
支
援

機
関
を
い
う
□
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
□
□
及
び
育
成
就
労
実
施
者
□
育
成
就
労
法
第
二
条
第
七
号
の
育
成
就
労
実

施
者
を
い
う
□
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
□
□
が
□
育
成
就
労
外
国
人
の
人

権
及
び
労
働
環
境
に
十
分
配
慮
し
つ
つ
□
育
成
就
労
外
国
人
に
係
る
育
成
就

労
実
施
者
の
変
更
及
び
労
働
者
派
遣
等
監
理
型
育
成
就
労
□
育
成
就
労
法
第

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
理
支
援
事
業
□
育
成
就
労
法
第
二

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
監
理
支
援
事
業
を
い
う
□
□
の
廃
止
の
届
出
を

し
□
又
は
育
成
就
労
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消

さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
□ 

  

□
新
設
□ 

              



 

三 

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
労
働
者
派
遣
等
監
理
型
育
成
就
労
を
い
う
□
□
に
関

す
る
事
務
を
適
切
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
□
監
理
支
援

機
関
□
育
成
就
労
実
施
者
□
外
国
人
育
成
就
労
機
構
□
公
共
職
業
安
定
所
等
の

間
の
連
携
強
化
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

３ 

政
府
は
□
監
理
支
援
機
関
が
監
理
型
育
成
就
労
実
施
者
□
育
成
就
労
法
第

二
条
第
九
号
の
監
理
型
育
成
就
労
実
施
者
を
い
う
□
□
か
ら
独
立
し
た
中
立
の

立
場
で
監
理
支
援
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
制
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

４ 

政
府
は
□
本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
に
係
る
社
会
保
障
制
度
及
び
公
租
公

課
の
支
払
に
関
す
る
事
項
並
び
に
新
入
管
法
第
二
十
二
条
第
二
項
及
び
第
二

十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
そ
の
他
の
新
入
管
法
及
び
育
成
就
労
法
の
規
定

の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
□
本
邦
に
在
留
す
る
外
国
人
及
び
関
係
者
に
周

知
を
図
る
も
の
と
す
る
□ 

  

□
永
住
者
の
在
留
資
格
の
取
消
し
に
係
る
規
定
の
適
用
に
当
た
□
て
の
配
慮
□ 

第
二
十
五
条 

新
入
管
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
□
第
八
号
に
係
る
部
分
に

限
る
□
□
の
規
定
の
適
用
に
当
た
□
て
は
□
新
入
管
法
別
表
第
二
の
永
住
者
の

在
留
資
格
を
も
□
て
在
留
す
る
外
国
人
の
適
正
な
在
留
を
確
保
す
る
観
点
か

ら
□
同
号
に
該
当
す
る
と
思
料
さ
れ
る
外
国
人
の
従
前
の
公
租
公
課
の
支
払

状
況
及
び
現
在
の
生
活
状
況
そ
の
他
の
当
該
外
国
人
の
置
か
れ
て
い
る
状
況

に
十
分
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
□ 

               

□
新
設
□ 

     



  

四 

  

□
検
討
□ 

第
二
十
六
条 

政
府
は
□
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
□
外
国
の

送
出
機
関
□
育
成
就
労
法
第
九
条
第
一
項
第
十
一
号
の
送
出
機
関
を
い
う
□
□

及
び
監
理
支
援
機
関
の
事
業
活
動
の
状
況
そ
の
他
の
育
成
就
労
制
度
の
運
用

状
況
の
検
証
を
行
い
□
そ
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
育
成
就
労
制
度
の
在
り
方

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
□
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

２ 

政
府
は
□
前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
□
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目

途
と
し
て
□
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施
行
の
状
況

を
勘
案
し
□
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
□
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
□
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
□ 

 

第
二
十
七
条
□
第
三
十
四
条 

□
略
□ 

  

□
検
討
□ 

第
二
十
四
条 

□
新
設
□ 

     
 

政
府
は
□
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
□
こ
の
法
律
に
よ
る

改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
□
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
□
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
規
定
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
□
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
□ 

 

第
二
十
五
条
□
第
三
十
二
条 

□
略
□ 

 
 

 


